
年 月 日
門真市長　　様

住所

氏名

連絡先

□次のとおり、教育・保育施設等の利用（利用調整）を申請します。

・

（併願希望の認定こども園・幼稚園の名称）

①利用を希望する期間、希望する施設（事業者）

月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 ・ 土 時 分から 時 分まで

第１希望

第２希望

第３希望

②世帯の状況　※対象児童以外の両親及び同じ住所に住んでいる人全員について記入してください。

・ ・

＊市記載欄 受付年月日 年 月 日

年 月 日 認定

年 月 日 入力

年 月 日 交付

（□標　□短）

条例第３条（　　）号による

可
・
否

（理由）
□１号　□２号　□３号

有効期間
　　年　　　月　　日

～
　　年　　　月　　日

認定の可否 認定者番号 認定区分等

世帯の状況 ひとり親世帯 左記以外 生活保護適用 なし あり （　　　　年　　月　　日保護開始）

月 日 男 ・ 女

・ 女

（フリガナ）

年

（フリガナ）

年 月 日 男

（フリガナ）

年

（フリガナ）

年 月 日 男

月 日 男 ・ 女

・ 女

・ 女

（フリガナ）

年 月 日 男 ・ 女

（フリガナ）

年 月 日 男

氏名（フリガナ）
対象児童と

の続柄
生年月日 性別

上段：職業（会社名）又は学校名等
下段：個人番号（マイナンバー）

（フリガナ）

年 月 日 男 ・ 女

日から（ □　就学前　　　□　　年　　月　　日 ）まで

希望の施設・事業者

希望保育必要量 □標準時間　　　□短時間

利用希望理由

利用を希望する期間 年 月

変更理由（該当する場合のみ） 　就労時間の変更　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

再交付理由（該当する場合のみ） 　紛失　　　汚損　　　　その他（　　　　　　　　　　　   　　       　　　）

※保育の希望が「なし」で３歳以上の子どもは「１号」、保育の希望が「あり」で３歳以上の子どもは「２号」、３歳未満の子どもは「３号」の認定となります。

利用を希望する時間

年

保育の希望の有無

（希望するものを○で
囲んでください。）

あり （入園時の子どもの年齢が０歳以上で認定こども園・保育所等での保育を希望される方）

なし （入園時の子どもの年齢が３歳以上で認定こども園・幼稚園での教育を希望される方）

１号と２号の併願希望 あり なし （３歳以上で幼稚園と保育所の両方を希望される場合等）

上記児童の個人番号（マイナンバー）

□次のとおり、施設型給付費・地域型保育給付費に係る教育・保育給付認定（ 新規 ・ 変更 ・ 再交付 ）を
　申請します。

　なお、施設型給付費・地域型保育給付費等の教育・保育給付認定に必要な市民税の情報（同一世帯者を含
む。）及び世帯情報を担当職員が閲覧すること、また、その情報に基づき決定した利用者負担額について、特
定教育・保育施設等に対して提示することに同意します。

教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等利用（利用調整）申請書

申請の対象となる
児童

氏名（フリガナ） 生年月日 性別
（フリガナ）

・ 女男月 日



[ 申請の前に ]

1

2

3

1

2

3

4 　保育必要量について
　保育必要量の標準時間：施設・事業を利用できる１日の最大時間が11時間（延長保育時間を除く）
　保育必要量の短時間：施設・事業を利用できる１日の最大時間が８時間（延長保育時間を除く）
　※標準時間で申請しても、保育の必要性の事由により、短時間となる場合があります。
　※保育の必要性の事由により、標準時間に該当する場合でも、短時間の申請を行うこともできます。

5

6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(11)

(12)

7

　「利用希望理由」については、保育の希望を「あり」とした場合のみ記入してください。

　保育の必要性が認められるのは、次に掲げる事由に該当するときです。
　（門真市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例第３条）

１月において、64時間以上労働することを常態とすること。
妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
同居の親族（長期間入院等をしている親族を含む。）を常時介護又は看護していること。

　これまで教育・保育給付認定申請をされた方に、支給認定証を交付しておりましたが、支給認定証の交付
が任意となったことに伴い、教育・保育給付認定に係る事項を記載した通知書（以下「支給認定通知書」とい
う。）を発行することとなりました。支給認定証の発行をご希望される場合、保育幼稚園課に申し出ください。
支給認定証と支給認定通知書に記載されている情報は同じものです。

  支給認定証は変更と再交付の申請の際に、既に交付した支給認定証の添付が必要となりますが、支給認
定通知書の添付は不要です。

[ 記入上のご注意 ]

　黒のボールペンでしっかりと記入してください。（鉛筆・シャーペン・消えるボールペンは不可）

　右上の「住所」に申請者（保護者）のお住まいの住所、「氏名」に申請者（保護者）氏名、「連絡先」に電話番
号（携帯電話も可）を記入してください。
　なお、この欄に記入された申請者（保護者）が、利用者負担の支払い等の納入義務者となります。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号）第１条に規定す
る配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子ども
が特定教育・保育施設又は地域型保育事業を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保
育施設又は地域型保育事業を引き続き利用することが必要であると認められること。

前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして門真市が認める事由に該当すること。

　「世帯の状況」は、申請対象児童以外を記入してください。申請対象児童は記入する必要はありません。
　申請時に同じ住所にお住まいの申請対象児童の両親及び親族等の全員について記入のうえ、該当する性
別を○で囲んでください。続柄は、申請対象児童からみた続柄を記入してください。
　ひとり親世帯及び生活保護適用の有無について、該当する項目を○で囲んでください。生活保護の適用が
ある場合は、生活保護受給開始年月日もあわせて記入してください。

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っていること。
学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校、同法第124条に規定する専修
学校、同法第134条第１項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第15条の７第３項に規定する公共職業能力開発施設に
おいて行う職業訓練若しくは同法第27条第１項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同
項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援
に関する法律（平成23年法律第47号）第４条第２項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受け
ていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第２条に規定する児童虐待を行っている又は
再び行われるおそれがあると認められること。

　「申請の対象となる児童」に、児童氏名・フリガナ・生年月日を記入し、該当する性別を○で囲んでください。

申請にあたってのご注意【２号・３号（保育認定）】

　４月から８月までの利用者負担額は、前年度市町村民税をもとに決定します。９月から翌年３月までの利
用者負担額は、当年度の市町村民税をもとに決定します。
　（１）１月１日時点で門真市在住の方
　　生活保護を受給されている方以外で、市町村民税の申告がお済みでない方は、必ず申告を済ませてお
　　いてください。
　（２）１月２日以降に門真市に転入された方
　　市町村民税課税証明書（全部事項が記載されているもの）又は非課税証明書（コピー可）を添付してくだ
　　さい。１月１日時点で居住の自治体にて発行ができます。


